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平成２６年第２回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

                            平成２６年６月６日（金曜日）午前１０時開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

      （議会運営委員長報告・質疑） 

日程第 ３ 同意第 ４号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ４ 同意第 ５号 那須塩原市教育委員会委員の任命について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ５ 報告第 ９号 平成２５年度那須塩原市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

             （報告） 

日程第 ６ 報告第１０号 平成２５年度那須塩原市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

             （報告） 

日程第 ７ 報告第１１号 平成２５年度那須塩原市水道事業会計予算繰越計算書について 

             （報告） 

日程第 ８ 報告第１２号 一般財団法人那須塩原市施設振興公社の経営状況報告について 

             （報告） 

日程第 ９ 報告第１３号 公益財団法人那須塩原市農業公社の経営状況報告について 

             （報告） 

日程第１０ 報告第１４号 公益財団法人那須野が原文化振興財団の経営状況報告について 

             （報告） 

日程第１１ 報告第１５号 専決処分の報告について〔契約の変更〕 

             （報告） 

日程第１２ 報告第１６号 専決処分の報告について〔契約の変更〕 

             （報告） 

日程第１３ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて〔平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算 

             （第１１号）〕 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１４ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて〔那須塩原市税条例等の一部改正〕 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１５ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて〔那須塩原市都市計画税条例の一部改正〕 
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             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１６ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて〔那須塩原市国民健康保険税条例の一部改 

             正〕 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１７ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて〔平成２６年度那須塩原市一般会計補正予算 

             （第１号）〕 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１８ 議案第４２号 平成２６年度那須塩原市一般会計補正予算（第２号） 

             （提案説明） 

日程第１９ 議案第４３号 那須塩原市手数料条例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２０ 議案第４４号 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改 

             正について 

             （提案説明） 

日程第２１ 議案第４５号 那須塩原市立学校の設置に関する条例の一部改正について 

             （提案説明） 

日程第２２ 議案第４６号 契約の締結について 

             （提案説明） 

日程第２３ 議案第４７号 市道路線の認定及び廃止について 

             （提案説明） 

日程第２４ 発議第 ５号 庁舎建設検討特別委員会の設置について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第２５ 発議第 ６号 議会活性化検討特別委員会委員の定数の変更について 

             （提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第２６ 議報第 １号 庁舎建設検討特別委員会委員選任の報告について 

             （報告） 

日程第２７ 議報第 ２号 議会活性化検討特別委員会委員の追加選任の報告について 

             （報告） 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（中村芳隆君） 皆さん、おはようございま

す。 

  本日招集になりました平成26年第２回那須塩原

市議会定例会は、議員各位のご参集をいただき、

ここに開会の運びとなりました。 

  本定例会には、市長提出案件として21件の議案

が提出されることになっております。議員各位に

おかれましては慎重に審議を尽くされ、また、議

会運営につきましても特段のご協力をお願い申し

上げまして、開会の挨拶といたします。 

  ただいまから、平成26年第２回那須塩原市議会

定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎表彰状の伝達 

○議長（中村芳隆君） 議事日程に入る前に、全国

市議会議長会より表彰状が贈られておりますので、

伝達を行います。 

  事務局長よりお名前をお呼び申し上げますので、

前にお進みください。 

〔表彰状伝達〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市長挨拶 

○議長（中村芳隆君） 市長から挨拶があります。 

  市長。 

〔市長 阿久津憲二君登壇〕 

○市長（阿久津憲二君） おはようございます。 

  平成26年第２回那須塩原市議会定例会招集をい

たしましたところ、議員の皆様にはお忙しい中ご

参集を賜り、ありがとうございます。 

  今週、各地で季節外れの猛暑等がございました

が、気象庁の発表によると、昨日、関東地方が梅

雨に入ったと発表されておりました。ただ、こと

しはエルニーニョ現象が５年ぶりで発生をすると、

こういう予測がありまして、秋まで続くことも予

想されると、こういう発表がありました。エルニ

ーニョ現象は異常気象のもととなるとも言われて

おりまして、ことし、当地においてもゲリラ豪雨

等、最も心配される災害対策等については引き続

いて万全の体制をとらせていただきたいと思って

います。 

  さて、５月８日でありますが、全国の有識者に

よる民間研究機関「日本創成会議」により発表さ

れた、地方から大都市への人口流出がこのまま続

いていくと、2040年、25年後には全国の市町村の

約半数が、この５割以上の自治体において若い女

性が減少して、行政機能が立ち行かなくなる、自

治体消滅の可能性があると発表されました。この

ことは、大変大きな実は波紋を呼んでおります。 

  一昨日行われた全国市長会で新藤総務大臣が大

幅に、３倍も４倍も祝辞の時間を延長して、この

人口減少問題にどう取り組むか熱弁をふるったん

ですね。去年までは全くそういうことはありませ

んでした。今、何を話したかなというのを、私、

録音とっていないんですけれども、これまで続い

てきた行政をなぞらったままでは発表されたとお

りの現象を招いて、国家が存亡の危機になると、



－18－ 

25年後、こういうことを防ぐために、各813の自

治体はもう全力を挙げて、その地域に合った振興

策と定住促進策を打ち出してほしいと、これは果

敢な気持ちで挑戦しないと絶対できないと、こう

いうことを実は延々とお話になりました。 

  これと先立つこと何日か前なんですけれども、

県内の首長会においても、がらっと私はムードが

変わったというのは、非常に県の首長会とは意外

としゃんしゃんになっていることを事前に打ち合

わせて終わったんですが、会議の中で、ああ国体

誘致もいいと、それからことしの年長者の大会も

いいだろう、そういうものを県が各、この消滅の

危機と名指された地域に結集して大会やってくれ

みたいな、むちゃくちゃな話ですよ。会場もつく

れ、こういう発言が出てくるのは、何でそういう

むちゃしゃべるのと、私ある市長に言ったら、打

つ手が見つからないと。県だって真剣に考えても

らわなければ、一人では歩けないと、こういう発

言が相次ぎまして、ちょっと嫌なムードが漂った

と。全体としてそういうことが起こってまいりま

した。 

  私どもの市におきましては、この日本創成会議

の発表の約２年前から、真剣にこの人口減少問題

を一番の課題として、意識としては最も大事にし

て準備にいそしんでまいりました。そして、26年、

ことしの予算の編成に当たっては、いわゆる定住

促進元年予算と、これは絶対避けては通れないと

思って、これは発表前ですけれども、あえて私が

宣言をさせていただいて、人々から選ばれるまち

づくり、人口の減らない市づくり、地域づくりの

ために、雇用の創出、子育て環境の充実、特色あ

る教育の推進、快適な生活への支援をスタートい

たしました。 

  今後は定住促進計画に基づく新規事業として、

待機児童解消に向けた私立幼稚園の認定こども園

への移行や定員増のための園舎整備、市内に転入

する新幹線通勤者への定期券購入補助、３世代同

居・隣居への住宅取得補助、全小中学校への外国

語指導助手の配置、ＩＣＴを活用した新たな学び

の推進、馬場の整備など、本市独自のさまざまな

事業が本格的にこれからスタートするところとな

っております。この力をぜひ全力を挙げて、私も

邁進に努力をしたいと思っています。 

  終わりになりますが、消費増税に伴う子育て世

帯の影響緩和、あるいは消費下支えを図る観点か

ら支給されます子育て世帯臨時特例給付金及び臨

時福祉給付金については、事業の今後の予定につ

いてちょっと申し上げておきますと、子育て世帯

臨時特例給付金については、対象者に申請書を本

日発送いたしました。今月から受け付けが始まる

予定であります。 

  また、７月には臨時福祉給付金の申請書を対象

者の方へ速やかに郵送できるよう、今、万全の準

備を進めております。 

  どちらにつきましても、広報やチラシ、ポスタ

ーなどにより周知を行い、市民の皆様に行き届い

た対応ができるよう、最大の努力に努めていきた

いと思います。 

  このような中、今回の市議会定例会、先ほど議

長が申し上げましたようにご提案する内容として

は、人権擁護委員の推薦、教育委員会委員の任命

の人事案件２件のほか、平成26年度の補正予算案

件が１件、条例の一部改正案件が３件、契約の締

結等のその他の案件が２件、専決処分の承認を求

める案件が５件、予算の繰り越しに関する計算書

の報告が３件、公社等の経営状況に関する報告が

３件、専決処分の報告が２件の合わせて21件であ

ります。 

  内容につきましては、この後の提案説明の中で

申し上げますが、行政執行上、いずれも重要な案



－19－ 

件でございますので、よろしくご審議の上、ご決

定いただきますよう開会に当たりお願いを申し上

げましてご挨拶といたします。大変ご苦労さまで

す。 

○議長（中村芳隆君） 市長の挨拶が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（中村芳隆君） 日程第１、会議録署名議員

の指名についてを行います。 

  会議録署名議員に 

   １１番 髙 久 好 一 君 

   １２番 鈴 木   紀 君 

 を指名いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第２、会期の決

定についてを議題といたします。 

  本定例会に先立ち、議会運営委員会が開催され

ておりますので、議会運営委員会の報告を求めま

す。 

  議会運営委員長、15番、齋藤寿一君。 

〔議会運営委員長 齋藤寿一君登壇〕 

○議会運営委員長（齋藤寿一君） 皆さん、おはよ

うございます。 

  これより、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本定例会における会期の日程、議案の取り扱い、

その他議会運営上必要な事項を協議するため、去

る５月30日午前10時より第４委員会室において、

委員８名、正副議長、市長以下執行部関係者出席

のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

  まず、本定例会の会期について申し上げます。 

  会期につきましては、本日６月６日より６月24

日までの19日間といたします。会期内の日程の詳

細につきましては、配付された会期日程表のとお

りといたします。 

  本定例会に提出される案件は、市長提出案件と

して人事案件２件、補正予算案件１件、条例の一

部改正案件３件、専決処分の承認案件５件、報告

案件８件、その他の案件２件の計21件であります。 

  これらの議案の取り扱いについてでありますが、

同意第４号及び同意第５号の人事案件２件と、承

認第１号から承認第５号までの専決処分の承認案

件５件の合計７件につきましては、即決扱いとい

たします。 

  即決案件７件と報告案件８件を除く６件につき

ましては、関係常任委員会並びに予算審査特別委

員会へ付託し、審査を行うことといたします。 

  付託案件のうち、議案第42号の補正予算案件に

つきましては、先例により予算審査特別委員会を

設置し、審査することといたします。 

  予算審査特別委員会は、全議員をもって構成し、

その審査の方法は分科会方式といたします。 

  予算審査特別委員会の委員長及び副委員長につ

きましては、議長指名とし、委員長には総務企画

常任委員長が、副委員長には福祉教育、産業環境

及び建設水道の各常任委員長が当たるものといた

します。 

  次に、追加議案について申し上げます。 

  市長提出による追加議案が３件予定されており

ます。 

  永田保育園の改築工事にかかわる契約の締結案

件１件、大山小学校管理教室棟の耐震補強及び増

改築工事にかかわる契約の締結案件１件、専決処

分の報告案件が１件、こちらは示談等が整った場

合に追加議案として提出される予定であります。
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これら３件の議案が提出された場合の取り扱いに

ついては、即決扱いといたします。 

  次に、議会提出案件について申し上げます。 

  本定例会に提出される案件は、庁舎建設検討特

別委員会の設置に関する案件１件、議会活性化検

討特別委員会委員の定数の変更に関する案件１件、

予算審査特別委員会の設置に関する案件１件、特

別委員会の委員選任及び追加選任の報告案件が２

件、特別委員会正副委員長の報告案件が１件、ま

た追加案件として那須塩原市農業委員会委員の推

薦に関する案件１件、那須塩原市議会会議規則の

一部改正に関する案件１件、議員の派遣に関する

案件２件、特殊詐欺を撲滅し、市民生活の安全・

安心を確保する決議に関する案件が１件の合計11

件がございます。これらの取り扱いについては、

即決扱いといたします。 

  庁舎建設検討特別委員会が設置された場合、閉

会中の継続審査の申し出が提出されることが予定

されます。その承認については即決扱いといたし

ます。 

  なお、この後述べます請願・陳情の審査結果に

よりましては、意見書等の提出が予定されます。

その取り扱いについては即決扱いといたします。 

  次に、議案に対する質疑と討論について申し上

げます。 

  議案に対する質疑は、先例のとおり取り扱うこ

ととし、回数制限はなく、同一議題につき時間は

１人15分以内で行うことといたします。 

  討論は、先例のとおり取り扱うこととし、同一

議題につき賛成、反対、それぞれ５人まで、時間

は１人10分以内といたします。 

  なお、討論通告書の提出期限は６月18日水曜日

の午後５時といたします。 

  次に、会派代表質問及び市政一般質問について

申し上げます。 

  会派代表質問は、会派からの通告がなかったた

め行わないことといたします。 

  市政一般質問は、先例のとおり取り扱うことと

し、通告書に基づき項目ごとに一問一答方式で行

うことといたします。質問時間は１人40分以内、

最初の質問から議員質問席で行うことといたしま

す。質問通告者は17名であり、日程上、６月９日

から12日までが４名ずつ、13日が１名の５日間と

いたします。 

  次に、請願・陳情等について申し上げます。 

  新たに受理した陳情が１件ございます。こちら

は配付された請願・陳情等文書表のとおり、関係

常任委員会へ付託し、審査を行うことといたしま

す。 

  最後に、申し合わせ事項の徹底につきましてお

願いを申し上げます。 

  本日、議員の皆様には通知文書もお配りさせて

いただいております。 

  １つとして、会派代表質問及び市政一般質問に

おいて、質問者は答弁者の指名を行わないこと。 

  ２つ目といたしまして、本会議場での議案質疑

において、みずから所属する委員会が所管する内

容についての質疑を控えること。 

  ３つ目といたしまして、本会議場での議案質疑

において行われた質疑を委員会において再度行わ

ないこと。 

  以上の３点につきまして、議会運営上の申し合

わせが行われておりますので、徹底くださいます

ようお願いを申し上げます。 

  以上が議会運営委員会における審査の結果であ

ります。議員各位におかれましては、円滑な議会

運営にご協力を賜りますようお願いを申し上げま

して、ご報告とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） 報告が終わりました。 

  ただいまの報告について、質疑を許します。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長

報告のとおり、本日から24日までの19日間とし、

議案の取り扱い等についても、議会運営委員長報

告のとおりとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から24日まで

の19日間と決しました。 

  また、議案の取り扱い等についても、議会運営

委員長報告のとおりといたします。 

  会議規則第36条の規定により、本定例会におけ

る議案上程の際の議案朗読は省略いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎同意第４号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第３、同意第４

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 同意第４号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案のご説明を申し

上げます。 

  議案書１ページ、議案資料も１ページです。 

  本案は、国民に保障されている基本的人権を擁

護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、本市

における人権擁護委員の推薦について、人権擁護

委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の同意

を求めるものであります。 

  今回の委員13名のうち、１名の委員が平成26年

９月30日をもって任期満了となりますので、引き

続き、下山綱吉氏を人権擁護委員の候補者として

推薦するものであります。 

  下山氏は、平成20年10月１日に人権擁護委員と

して委嘱され、現在、活躍をいただいております。 

  地域での人望も厚く、知識、経験ともに豊富で、

人権擁護委員としてふさわしい方でありますので、

候補者として推薦するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご同意いただきますよう

お願い申し上げ、提案の説明といたします。 

○議長（中村芳隆君） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  同意第４号については、原案のとおり同意する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎同意第５号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第４、同意第５

号 那須塩原市教育委員会委員の任命についてを

議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 同意第５号 那須塩原市

教育委員会委員の任命について、提案の説明を申

し上げます。 

  議案書２ページで、議案資料も２ページでござ

います。 

  本案は、那須塩原市教育委員会委員の金澤正邦

氏が、平成26年３月31日をもって退任されたこと

に伴い、新たに田村伸之氏を任命することについ

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第１項の規定により、議会の同意を求めるも

のであります。 

  田村氏は、人格が高潔で教育に関し識見を有し、

現に未成年者の保護者であり、教育行政を担って

いただくに適任であると考え、ご提案を申し上げ

るものであります。 

  なお、委員の任期につきましては、前任委員の

残任期間である平成28年３月23日までとなります。 

  よろしくご審議の上、ご同意いただきますよう

お願い申し上げ、提案の説明といたします。 

○議長（中村芳隆君） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  同意第５号については、原案のとおり同意する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第９号及び報告第１０号の

上程、説明 

○議長（中村芳隆君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第５、報告第９号 平成25年度那須塩原市

一般会計繰越明許費繰越計算書について及び日程

第６、報告第10号 平成25年度那須塩原市下水道

事業特別会計繰越明許費繰越計算書についての２

件を一括議題といたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第９号及び報告第10号の２件を一

括議題といたします。 

  本案について、報告説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 報告第９号及び報告第10

号につきましては、一般会計及び特別会計の繰越

明許費に関する計算書であり、地方自治法施行令

第146条第２項の規定に基づき各会計ごとに繰越

額の計算書を提出するものであります。 

  まず、報告第９号 平成25年度那須塩原市一般
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会計繰越明許費繰越計算書について申し上げます。 

  議案書19から22ページ、議案資料はございませ

ん。 

  本報告は、平成25年度那須塩原市一般会計補正

予算第９号において繰越明許費の設定を行った32

件、第10号において同設定を行った11件及び平成

26年３月25日付で専決処分により繰越明許費の設

定を行った１件の合計44件のうち、平成25年度中

に事業が完了した５件を除く39件の繰越明許費に

ついて報告するものであります。 

  これら繰越明許費設定事業のうち、３款民生費

の地域介護・福祉空間整備事業、４款衛生費の放

射能対策事業の住宅除染、６款農林水産業費のむ

らづくり交付金事業、８款土木費の社会資本整備

総合交付金事業の市道新南・下中野線ほか４路線、

地域再生基盤強化交付金事業の関谷横林線ほか２

路線、普通河川等整備事業の普通河川南郷屋堀、

雨水排水整備事業の蕪中川４号線準幹線の13事業

につきましては、繰越設定額を減額し平成26年度

に繰り越したものであります。 

  その他の26事業につきましては、繰越設定額の

全額を平成26年度に繰り越したものであります。 

  次に、報告第10号 平成25年度那須塩原市下水

道事業特別会会計繰越明許費繰越計算書について

申し上げます。 

  議案書23から24ページ、議案資料はございませ

ん。 

  本報告は、下水道建設費において、地元関係者

及び関係機関との調整に不測の日数を要したこと

により、平成25年度内の事業完了が見込めないこ

とから、工事請負費で１億4,391万5,000円を繰り

越しとしたものであります。 

  以上２件についてご報告申し上げます。 

○議長（中村芳隆君） 報告説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１１号の上程、説明 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第７、報告第11

号 平成25年度那須塩原市水道事業会計予算繰越

計算書についてを議題といたします。 

  本案について報告説明を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 報告第11号 平成25年度

那須塩原市水道事業会計予算繰越計算書について、

地方公営企業法第26条第１項の規定に基づく経費

の繰り越しを行いましたので、同条第３項の規定

により報告を申し上げます。 

  議案書25ページから26ページ、議案資料ござい

ません。 

  資本的支出において、市道八汐通り線ほか配水

管布設替工事では、積雪及び低温の影響により、

完成見込みが５月下旬となったため4,498万2,000

円を、県道中塩原板室那須線舗装本復旧工事では、

積雪及び低温の影響により、完成見込みが４月下

旬となったため3,466万8,000円を、市道幸町横２

号線配水管布設工事では、資機材の調達に不測の

日数を要したことにより、完成見込みが４月下旬

となったため491万4,000円を、市道西富山西三島

線配水管切り回し工事では、資機材の調達に不測

の日数を要したことにより、完成見込みが４月下

旬となったため1,501万2,000円を、それぞれ繰り

越したものであります。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（中村芳隆君） 報告説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１２号～報告第１４号の

上程、説明 
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○議長（中村芳隆君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第８、報告第12号 一般財団法人那須塩原

市施設振興公社の経営状況報告についてから、日

程第10、報告第14号 公益財団法人那須野が原文

化振興財団の経営状況報告についてまでの３件を

一括議題といたしたいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第12号から報告第14号までの３件

を一括議題といたします。 

  本案について、報告説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 報告第12号から報告第14

号については、那須塩原市が設立し、または出資

している施設振興公社、農業公社及び那須野が原

文化振興財団における経営状況等につきまして、

地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき報

告するものであり、一括してご報告申し上げます。 

  まず、報告第12号 一般財団法人那須塩原市施

設振興公社の経営状況報告について申し上げます。 

  議案書27ページ、議案資料ございません。別冊

報告書・計画書はございます。 

  施設振興公社は、市から指定管理者として指定

を受けた施設の管理運営を主な業務としておりま

す。 

  平成25年度の事業につきましては、事業報告書

１ページから８ページに記載したとおり、市から

指定を受けた４施設の管理運営と、黒磯文化会館

自主事業を行ってまいりました。 

  次に、平成25年度の決算の状況でありますが、

決算報告書の１ページから８ページに記載してあ

りますとおり、事業活動収入は２億7,499万1,831

円、事業活動支出は２億8,007万1,501円となりま

した。 

  なお、これらに投資活動収入、投資活動支出を

それぞれ加えますと、当期収支差額では132万

2,276円不足となりますが、前年度からの繰越金

1,037万8,339円から充当し、最終的には、差額の

905万6,063円を平成26年度に繰り越すことになり

ました。 

  続きまして、平成26年度の事業計画及び収支予

算についてご説明申し上げます。 

  事業計画につきましては、事業計画書の１ペー

ジから４ページに記載してありますとおり、健康

長寿センターを含めた４施設の管理運営と黒磯文

化会館自主事業を行う計画であります。 

  次に、平成26年度の収支予算でございますが、

収入につきましては５ページにありますとおり、

事業活動収入といたしまして２億7,839万5,000円

を、支出につきましては８ページにありますとお

り、事業活動支出といたしまして２億8,053万

7,000円を計上しておりますほか、投資活動収入、

投資活動支出、予備費支出及び前期繰越収支差額

を加えまして、収入、支出ともに、総額２億

9,121万5,000円の予算となっております。 

  次に、報告第13号 公益財団法人那須塩原市農

業公社の経営状況報告について申し上げます。 

  議案書28ページ、議案資料ございません。別冊

報告書・計画書のほうはございます。 

  平成25年度の事業実績につきましては、事業報

告書の１ページから16ページに記載のとおりであ

ります。 

  公益事業として、農地の利用集積の推進、認定

農業者を含めた担い手農家の育成、道の駅「明治

の森・黒磯」の管理運営及び同施設を利用した各

種イベントの開催、都市と農村の交流推進事業と

して市民農園の運営、農家所得の向上と農村活性

化を図るため、地域資源を活用した特産物の開発

商品化、シルバーファーマー養成支援塾の運営及
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び同活用に係る事業を行ったところであります。 

  農用地の利用権設定は、３月末日現在1,442ha

となっており、昨年の実績と比較して約５％程度

増加しております。６年連続で増加しており、担

い手農家の農地への集積が進んでいる結果となっ

ており、着実に農地集積が進んでいる状況にあり

ます。また、認定農業者の育成につきましては、

農業関係機関と連携を密にしながら、認定農業者

の経営改善相談等を行ってきたところです。 

  次に、決算につきましては、事業報告書17ペー

ジから33ページにそれぞれ記載されている収支計

算書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産

目録のとおりであります。 

  主な収入は、農地利用集積円滑化事業収入など

の事業収入であり、収入全体の約40％を占めてお

ります。 

  主な支出は、農地利用集積円滑化事業、道の駅

管理事業に伴うものであります。 

  次に、平成26年度事業計画等についてご説明い

たします。 

  事業計画につきましては、平成25年度同様、農

地利用集積円滑化事業等に取り組んでまいります。

特に、新たに県段階に設置された農地中間管理機

構が行う業務の一部を受託する予定であり、県、

市と十分な調整を図りながら、より一層の農地の

利用集積、集約化を図ってまいります。 

  収支予算につきましては、７ページから14ペー

ジに記載のとおりであります。 

  今後も経営規模の拡大や担い手農家の育成など、

本市の農業振興と農村の活性化に寄与すべく、各

種事業の推進を予定しております。 

  次に、報告第14号 公益財団法人那須野が原文

化振興財団の経営状況報告について申し上げます。 

  議案書29ページ、議案資料ございません。別冊

報告書・計画書のほうございます。 

  平成25年度事業報告につきましては、事業報告

書の１ページから14ページに記載のとおりであり

ます。 

  ４ページからの財団の運営状況でありますが、

那須塩原市及び大田原市における文化の振興を図

るとともに、住民の自主的な文化活動の支援を行

い、豊かな文化の創造に寄与するため、各種事業

を実施いたしました。 

  芸術文化鑑賞事業に関しましては、「ふるさと

の音楽家シリーズＶｏｌ．３那須野が原の春コン

サート マリンバとピアノの調べ」等31の自主事

業を実施し、展示事業として原野展、ハーモニー

ホール展を開催いたしました。文化団体育成事業

では、前年度の引き続きオーケストラ養成講座な

ど３講座４種目に加え、新たに小学生から高校生

を対象としたジュニアオーケストラのワークショ

ップを実施いたしました。また、地元文化団体に

発表の機会を提供するハーモニーホールフェステ

ィバルを開催し、29団体が参加、第20回を迎える

マラソンコンサートはピアノ演奏など158名が参

加いたしました。 

  各施設の利用及び入場者の状況につきましては、

延べ利用日数が858日、利用率は62.７％、入場者

数は10万3,436人であります。 

  財務諸表につきましては、20ページの貸借対照

表の資産の部の主なものは、流動資産の普通預金、

固定資産の基本財産や特定資産のパイプオルガン

で、合計は２億3,017万4,642円であります。 

  負債の部の主なものとしては、流動負債の未払

い金、固定負債の退職手当引当金で、合計は

4,443万6,238円であります。資産合計から負債合

計を引いた１億8,573万8,404円が正味財産であり

ます。貸借対照表における公益目的事業会計、収

益事業等会計、法人会計の内訳については21ペー

ジのとおりであります。 
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  22ページの正味財産増減計画書の一般正味財産

増減については、経常収益の主なものとして施設

管理受託収入と自主事業負担金収入で、いずれも

２市からの負担金で、合計は２億5,203万7,520円

であります。 

  経常費用の主なものとして、事業費の給料手当

と委託料、管理費の工事請負費で、合計は２億

5,204万6,224円であります。当期経常増減額は

8,704円の減であります。 

  一般正味財産期末残高は3,000万8,705円であり

ます。 

  指定正味財産増減につきましては、収益の主な

ものは一般正味財産からの振替額で、合計は

1,572万9,699円であります。 

  正味財産期末残高は１億8,573万8,404円であり

ます。 

  24ページから30ページまでは内訳表及び財務諸

表に対する注記であります。 

  31ページは財産目録であります。 

  続きまして、平成26年度事業計画及び収支予算

についてご説明いたします。 

  事業計画については１ページから12ページに記

載したとおりであります。 

  13ページから15ページの収支予算書で、収入の

部につきましては施設利用料収入、事業収入、受

託収入など３億30万4,000円を経常し、支出の部

は、管理費、芸術文化振興事業費、文化活動育成

事業費などで、同額の３億30万4,000円を経常し

ております。 

  以上、３件につきましてご報告申し上げます。 

○議長（中村芳隆君） 報告説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１５号及び報告第１６号

の上程、説明 

○議長（中村芳隆君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第11、報告第15号 専決処分の報告につい

て〔契約の変更〕及び日程第12、報告第16号 専

決処分の報告について〔契約の変更〕の２件を一

括議題といたしたいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第15号及び報告第16号の２件を一

括議題といたします。 

  本案について報告説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 報告第15号及び報告第16

号につきましては、地方自治法第180条第１項の

規定により、契約の変更について専決処分いたし

ましたので、同条第２項の規定によりご報告申し

上げるものであります。 

  まず、報告第15号について申し上げます。 

  議案書30から31ページ、議案資料はございませ

ん。 

  本件は、平成26年３月の第１回定例会において

議決をいただき、生駒・万特定建設工事共同企業

体と契約を締結いたしました西那須野中学校管理

教室棟改築工事について、契約の変更を専決処分

いたしましたので、ご報告を申し上げるものであ

ります。 

  契約の変更内容につきましては、消費税率を

５％から８％に変更するもので、契約額を1,378

万5,000円増額したものであります。 

  次に、報告第16号について申し上げます。 

  議案書32から33ページ、議案資料はございませ

ん。 

  本件は、報告第15号でご報告いたしました工事

の２回目の契約変更となるものであります。 
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  契約の変更内容につきましては、技能労働者の

適正な賃金水準を確保するため、旧労務単価に基

づく契約を新労務単価に変更するもので、契約額

を227万8,800円増額したものであります。 

  以上、２件につきましてご報告申し上げます。 

○議長（中村芳隆君） 報告説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎承認第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第13、承認第１

号 専決処分の承認を求めることについて〔平成

25年度那須塩原市一般会計補正予算（第11号）〕

を議題といたします。 

  本案について、報告説明を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 承認第１号につきまして

は、地方自治法第179条第１項の規定により専決

処分いたしました平成25年度那須塩原市一般会計

補正予算（第11号）について、同条第３項の規定

に基づき議会の承認を求めるものであります。 

  議案書の９ページ、議案資料は15ページから19

ページです。 

  今回の補正は、国・県からの各種交付金等の確

定による増減調整、起債事業費の確定による市債

の整理など、３月議会における補正後に生じた事

由による予算の最終調整を行うとともに、平成26

年２月中旬に発生した降雪による農業被害にかか

わる経費の追加等について予算措置を行ったもの

であります。 

  主な補正の内容は、歳入では10款地方交付税に

おいて特別交付税などの増により６億97万5,000

円を追加し、14款国庫支出金において小中学校耐

震改修事業にかかわる国庫負担金の確定により

7,888万6,000円を追加しました。 

  一方で、18款繰入金では３月補正予算で財政調

整基金の取り崩しとして計上した財政調整基金繰

入金を５億円減額し、21款市債において起債事業

の確定により２億6,750万円を減額したものであ

ります。 

  歳出では、２款総務費において公共施設等有効

活用基金への積立金として3,000万円を追加し、

６款農林水産費において降雪による農業被害対策

として農業者への各種支援にかかわる経費108万

8,000円を追加し、歳入補正額との差額195万

3,000円を予備費で増額して調整したものであり

ます。 

  今回の補正予算におきまして、１件の繰越明許

費設定を行ったものであります。 

  よろしくご審議の上、ご承認いただきますよう

お願い申し上げ、提案の説明といたします。 

○議長（中村芳隆君） 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  承認第１号については、原案のとおり承認する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、承認第１号については、原案のとおり

承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎承認第２号～承認第４号の上程、

説明、質疑、討論、採決 

○議長（中村芳隆君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第14、承認第２号 専決処分の承認を求め

ることについて〔那須塩原市税条例等の一部改

正〕から、日程第16、承認第４号 専決処分の承

認を求めることについて〔那須塩原市国民健康保

険税条例の一部改正〕までの３件を一括議題とい

たしたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、承認第２号から承認第４号までの３件

を一括議題といたします。 

  本案について報告説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 承認第２号から承認第４

号につきましては、地方自治法第179条第１項の

規定により専決処分をいたしました那須塩原市税

条例等の一部改正、那須塩原市都市計画税条例の

一部改正及び那須塩原市国民健康保険税条例の一

部改正について承認を求めるものでありますので、

一括して提案のご説明を申し上げます。 

  これら３件は、いずれも地方税法等の一部改正

に伴い、これと整合性を図るため、施行日の関係

で早急に条例を改正する必要の生じたものについ

て、平成26年３月31日付で専決処分を行ったもの

であります。 

  まず、承認第２号について申し上げます。 

  議案書10から13ページ、議案資料20から30ペー

ジになります。 

  本案は、那須塩原市税条例等の一部改正につい

て、専決処分いたしましたので、議会の承認を求

めるものであります。 

  今回の改正は、平成26年度地方税制改正に伴う

地方税法等の一部改正により、急施を要する部分

の改正を行ったものであります。 

  第１条の規定による主な改正内容といたしまし

ては、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例

について、適用期限を３年延長するもの、耐震改

修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対す

る減額措置の創設に伴い、その申告について規定

したもの、優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例に

ついて、適用期限を３年間延長するもの、移行一

般社団法人等に係る非課税措置の廃止によるもの、

そのほか条例中に引用する法令の条項を改めるも

のなどであります。 

  第２条の規定による改正内容は、昨年12月に議

決をいただきました「那須塩原市税条例の一部を

改正する条例」を改正するもので、条例中に引用

する法令の条項の改正規定を加えるものなどであ

ります。 

  次に、承認第３号について申し上げます。 

  議案書14から15ページ、議案資料31ページにな

ります。 

  本案は、那須塩原市都市計画税条例の一部改正

について、専決処分いたしましたので、議会の承

認を求めるものであります。 

  今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い急

施を要する部分の改正を行ったもので、条例中に

引用する法令の条項を改めたものであります。 

  次に、承認第４号について申し上げます。 

  議案書16から17ページ、議案資料32から33ペー

ジになります。 
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  本案は、那須塩原市国民健康保険税条例の一部

改正について、専決処分いたしましたので、議会

の承認を求めるものであります。 

  今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い、

急施を要する部分の改正を行ったもので、低所得

者の保険税の減額措置に係る軽減判定所得の算定

方法を拡充したものであります。 

  以上、３件につきまして、よろしくご審議の上、

ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆君） 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  承認第２号から承認第４号までの３件について

は、原案のとおり承認することで異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、承認第２号から承認第４号までの３件

については、原案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎承認第５号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第17、承認第５

号 専決処分の承認を求めることについて〔平成

26年度那須塩原市一般会計補正予算（第１号）〕

を議題といたします。 

  本案について報告説明を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 承認第５号につきまして

は、地方自治法第179条第１項の規定により専決

処分を行いました平成26年度那須塩原市一般会計

補正予算（第１号）について、同条第３項の規定

に基づき議会の承認を求めるものであります。 

  議案書の18ページ、議案資料は34から36ページ

です。 

  今回の補正は、平成26年２月に発生した降雪に

よる農業被害にかかわる経費の追加について予算

措置を行ったものであります。 

  主な補正の内容は、歳入で15款県支出金におい

て、農業者への各種支援に関する県からの支出金

２億2,082万8,000円を追加し、18款繰入金におい

て、市持ち出し分の財源として財政調整基金

3,600万円を取り崩して対応したものであります。 

  一方の歳出では、６款農林水産業費において、

降雪による農業施設等に被害を受けた農業者に対

する施設復旧等に必要な事業費の補助及び資金の

融通を円滑化するための利子補給にかかわる経費

として２億5,721万9,000円を追加し、14款予備費

において歳入との差額39万1,000円を減額して調

整したものであります。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ２億5,682万

8,000円を追加し、平成26年度那須塩原市一般会

計歳入歳出予算総額を482億5,682万8,000円とし

たものであります。 

  これら予算補正のほか３件の債務負担行為を設

定したものであります。 
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  今回の補正は、地方自治法第179条第１項の規

定に基づき専決処分を行ったものであります。 

  よろしくご審議の上、ご承認いただきますよう

お願いを申し上げながら、提案の説明とさせてい

ただきます。 

○議長（中村芳隆君） 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（中村芳隆君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  承認第５号については、原案のとおり承認する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、承認第５号については、原案のとおり

承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４２号の上程、説明 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第18、議案第42

号 平成26年度那須塩原市一般会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 議案第42号 平成26年度

那須塩原市一般会計補正予算（第２号）について、

提案の説明を申し上げます。 

  議案書３ページ、議案資料は３ページから６ペ

ージでございます。 

  今回の補正は、国等の補助決定、制度改正等に

よる事業に要する経費を追加するほか、各種政策

課題に対応するために必要な経費について予算措

置を行うものであります。 

  主な補正の内容は、歳入では、15款県支出金に

おいて、認定こども園の整備にかかわる経費の財

源として「安心こども特別対策事業費補助金」

4,261万9,000円、農業機械の整備にかかわる農業

者への一部補助に対する財源として「経営体育成

支援事業費補助金」1,944万1,000円など、合わせ

て6,206万円を追加するものであります。 

  また、21款市債において、認定こども園の整備

にかかわる経費の財源として3,170万円を追加す

るものであります。このほか財源といたしまして

は、年度開始後まもなく新たな財源の確保が困難

であることから、18款繰入金において財政調整基

金3,500万円を取り崩して対応するものでありま

す。 

  一方の歳出では、３款民生費において、私立幼

稚園の認定こども園整備にかかわる経費に対する

補助金7,812万3,000円を追加し、４款衛生費では

クリーンセンターの自家発電設備のふぐあいによ

る自家発電停止中の電気代として2,520万円を追

加するものであります。 

  また、６款農林水産業費では、人・農地プラン

に位置づけられた５地区、13農業経営体に対する

農業機械整備費用の一部を補助するものとして

1,944万1,000円を追加し、７款商工費では「黒磯

駅周辺地区都市再生整備計画」の関連事業実施に

かかわる外部有識者への再生支援業務委託に係る
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経費として883万5,000円を追加し、８款土木費で

は、那須塩原駅西口周辺における今後のまちづく

りを推進するための土地利用支援業務委託にかか

わる経費として343万5,000円を追加し、歳入との

差額51万4,000円については、予備費を減額し調

整するものであります。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ１億3,606万

2,000円を追加し、平成26年度那須塩原市一般会

計歳入歳出予算総額を483億9,289万円とするもの

であります。 

  また、これらの予算補正のほか１件の債務負担

行為を設定するものであります。 

  よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう

お願いを申し上げまして、提案といたします。 

○議長（中村芳隆君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４３号～議案第４５号の

上程、説明 

○議長（中村芳隆君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第19、議案第43号 那須塩原市手数料条例

の一部改正についてから、日程第21、議案第45号

 那須塩原市立学校の設置に関する条例の一部改

正についてまでの３件を一括議題としたいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第43号から議案第45号までの３件

を一括議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 議案第43号から議案第45

号までの３件につきましては、条例の一部改正案

件となりますので、一括して提案をご説明申し上

げます。 

  まず、議案第43号 那須塩原市手数料条例の一

部改正について申し上げます。 

  議案書４ページ、議案資料７ページになります。 

  本案は、平成25年７月１日から導入した行政証

明書コンビニエンスストア交付の利用向上を図る

ため、住民基本台帳カード発行手数料の無料期間

について見直しを行い、今後も継続して普及促進

を図るものであります。 

  改正の内容につきましては、平成25年６月１日

から平成26年６月30日までとした無料期間を平成

27年６月30日まで延長するものであります。 

  次に、議案第44号 那須塩原市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について申し上げます。 

  議案書５ページ、議案資料８ページになります。 

  本案は、本年10月１日より「地域おこし協力隊

員」を設置することに伴い、地方自治法第203条

の２の規定により、その報酬について定めるため、

条例の一部を改正するものであります。 

  次に、議案第45号 那須塩原市立学校の設置に

関する条例の一部改正について提案のご説明を申

し上げます。 

  議案書６ページ、議案資料９ページになります。 

  本案は、小中学校適正配置基本計画に基づき、

平成27年４月１日に鍋掛小学校及び寺子小学校を

統廃合することに伴い、那須塩原市立学校の設置

に関する条例の別表から寺子小学校の名称及び位

置を削除するものであります。 

  以上３件につきまして、よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第４６号及び議案第４７号

の上程、説明 

○議長（中村芳隆君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第22、議案第46号 契約の締結について及

び日程第23、議案第47号 市道路線の認定及び廃

止についての２件を一括議題といたしたいと思い

ますが異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第46号及び議案第47号の２件を一

括議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 議案第46号及び議案第47

号につきまして、一括して提案のご説明を申し上

げます。 

  まず、議案第46号 契約の締結について申し上

げます。 

  議案書７ページ、議案資料10ページになります。 

  本案は、三島小学校体育館改築工事の契約の締

結について議会の議決を求めるものであります。 

  本工事は、三島小学校体育館が築後40年以上経

過し、老朽が著しく、耐震性も低いことから改築

を行うものであります。 

  施設の概要は、体育館鉄骨造平屋建て、延べ床

面積1,423.5㎡であります。 

  契約につきましては、条件つき一般競争入札を

行った結果、落札いたしましたＤＩ・ＳＡＮＷＡ

／万特定建設工事共同企業体と契約を締結するも

のであります。 

  次に、議案第47号 市道路線の認定及び廃止に

ついて申し上げます。 

  議案書８ページ、議案資料11から14ページにな

ります。 

  本案は、市道２路線を認定し、１路線を廃止い

たしたく、道路法第８条及び第10条の規定に基づ

き、議会の議決を求めるものであります。 

  今回認定いたします２路線は、井口地区道路整

備事業に伴い、起点が変更となるため、一旦廃止

し、新たに認定するものが１路線、同事業のため

に新たに認定するものが１路線であります。 

  また、廃止いたします１路線は、井口地区道路

整備事業に伴い、起点が変更となるため一旦廃止

するものであります。 

  この結果、市道路線数は2,500路線となります。 

  以上２件につきまして、よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中村芳隆君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発議第５号の上程、質疑、討論、

採決 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第24、発議第５

号 庁舎建設検討特別委員会の設置についてを議

題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を申し上げます。 

  議案書発議第５号をごらんください。 

  本件は、議会として新庁舎建設のあり方等の意

見を執行部に提言し、議会自身も新庁舎の調査、

検討、検証を行うべく、各会派代表者の６名と、

正副議長の計８名の委員をもって構成する庁舎建

設検討特別委員会を設置するものであります。 

  お諮りいたします。 

  質疑、討論を省略し、採決することで異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  庁舎建設検討特別委員会を原案のとおり設置す

ることでご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、庁舎建設検討特別委員会を原案のとお

り設置することに決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発議第６号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第25、発議第６

号 議会活性化検討特別委員会委員の定数の変更

についてを議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を申し上げます。 

  議案書発議第６号をごらんください。 

  本案にうたう議会活性化検討特別委員会は、本

市議会が選挙で選ばれた市の代表機関として、市

民の負託に応える責務を果たすため、平成25年６

月に設置され、議会運営のあり方など、議会活性

化全般について10人の委員で調査検討してきまし

た。 

  本年４月に新たな会派が結成されましたので、

委員定数を１名増員させ、広く会派の意見を取り

入れるものであります。 

  お諮りいたします。 

  質疑、討論を省略し、採決することで異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  議会活性化検討特別委員会委員の定数を変更す

ることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆君） 異議なしと認めます。 

  よって、議会活性化検討特別委員会委員の定数

を変更することに決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議報第１号の報告 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第26、議報第１

号 庁舎建設検討特別委員会委員選任の報告につ

いてを議題といたします。 

  議案書議報第１号をごらんください。 

  委員会条例第７条第１項の規定により、指名を

行います。 

  事務局長より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（阿久津 誠君） 庁舎建設検討特

別委員会委員を申し上げます。 

  12番、鈴木紀議員、16番、君島一郎議員、19番、

若松東征議員、20番、山本はるひ議員、21番、相

馬義一議員、24番、植木弘行議員、17番、吉成伸

一議員、26番、中村芳隆議員。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆君） ただいまの朗読のとおり報

告いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議報第２号の報告 

○議長（中村芳隆君） 次に、日程第27、議報第２

号 議会活性化検討特別委員会委員の追加選任の

報告についてを議題といたします。 

  議案書議報第２号をごらんください。 

  委員会条例第７条第１項の規定により指名を行

います。 

  追加する委員は20番、山本はるひ君。 

  以上のとおり報告いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆君） 以上で、本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時０８分 

 




